
装 官 人 第 ４ ６ 号

２ ７ ． １ ０ ． １

改正 装官人第１７０５９号

２ ８ ． １ ２ ． ２ ２

改正 装官総第７１４１号

３ １ ． ３ ． ２ ９

改正 装官人第１７７３５号

令和２年１２月２４日

一部改正 装官総第４８０４号

令和３年３月３１日

一部改正 装官総第１２３０５号

令 和 ３ 年 ９ 月 １ 日

一部改正 装 官 総 第 ５ ７ ３ 号

令和４年１月１４日

一部改正 装官総第５６４５号

令和５年５月３１日

一部改正 装官人第１７９２６号

令和６年９月２７日

長 官 官 房 総 務 官

長 官 官 房 人 事 官

長 官 官 房 会 計 官

長官官房監察監査・評価官
殿

長 官 官 房 各 装 備 開 発 官

長 官 官 房 艦 船 設 計 官

各 部 長

施 設 等 機 関 の 長

防衛装備庁長官

（公印省略）

防衛装備庁に勤務する隊員の勤務時間及び休暇の細部実施につい

て（通達）

標記について、別紙のとおり定めたので通達する。

添付書類：別紙



別紙

防衛装備庁に勤務する隊員の勤務時間及び休暇の細部実施

（所属長）

第１ 自衛官以外の隊員の勤務時間及び休暇に関する訓令（昭和３７年防衛庁

訓令第４３号。以下「事務官等訓令」という。）第２条の２第１項及び自衛

官の勤務時間及び休暇に関する訓令（昭和３７年防衛庁訓令第６５号。以

下「自衛官訓令」という。）第１２条に規定する官房長等が別に定める所属

長は、別表の左欄に掲げる者についてそれぞれ右欄に掲げる者とする。

２ 事務官等訓令第８条第１項に規定する指定部課長は、所属長とする。

（自衛官以外の隊員の勤務時間及び自衛官の日課）

第２ 早出遅出勤務等の運用について（人１第６３１１号。１８．６．３０。

以下「人事教育局長通知」という。）別紙の第１第１項の規定による指定は、

所属長が、所部の隊員（非常勤隊員を除く。以下同じ。）の通勤又は執務状

況を考慮して行うものとする。

２ 事務官等訓令第２条第２４項に規定する交替制勤務その他の特別の勤務に

従事する自衛官以外の隊員は、守衛（庁舎の監視、警備等の事務に従事する

隊員をいう。）とし、所属長は、長官官房人事官と協議の上、守衛の勤務時

間の割振りを指定するものとする。

３ 所属長は、事務官等訓令第２条第６項若しくは第７項又は自衛官訓令第９

条第１項若しくは第２項の規定に基づく早出遅出勤務による勤務時間の割振

り又は特別の日課の定めについて、人事教育局長通知別紙の第２及び第３の

規定により行うものとする。

４ 事務官等訓令第２条第２１項に規定する官房長等が定める期間は、１月と

する。

５ 定年前再任用短時間勤務隊員等（自衛隊法施行規則（昭和２９年総理府令

第４０号）第２３条第１項に規定する定年前再任用短時間勤務隊員等をい

う。）に係る１週間当たりの勤務時間の割振りは、長官官房人事官と協議の

上、所属長が指定するものとする。

（休暇の手続）

第３ 事務官等訓令第６条第１３項第２号及び自衛官訓令第１４条第１３項第

５号に規定するその他防衛大臣が必要と認める場合の特別休暇を申請しよう

とする者は、別記様式第１に定める特別休暇請求書により長官に対して行う

ものとする。

２ 外国出張中の職員が休暇の申請を行う場合には、休暇簿に替えて別記様式

第２から別記様式第５までに定める休暇申請書により、休暇を申請すること

ができるものとする。この場合において、所属長は、休暇簿に当該申請内容

を記載した上で、承認の可否の決定について休暇簿に記入して確認するもの



とし、当該休暇申請書については、休暇簿とともに保管するものとする。

（休暇簿の整理・保管）

第４ 隊員の休暇簿の整理・保管は、所属長が行うものとする。

２ 所属長（長官、各研究所長を除く。以下この項において同じ。）は、所部

の隊員が病気休暇又は介護休暇を取得した場合には、内部部局に属する所属

長及び試験場長にあっては長官官房審議官に、研究所に属する所属長にあっ

ては各研究所長に、それぞれ遅滞なく通知するものとする。

３ 前項の規定に基づく病気休暇及び介護休暇の通知を受けた各研究所長は、

遅滞なく長官官房審議官に通知するものとする。

（非常勤隊員の勤務時間及び休暇）

第５ 非常勤隊員のうち、期間業務隊員（隊員の任免等の人事管理の一般的基

準に関する訓令（昭和３７年防衛庁訓令第６６号）第１２条の２第２項に規

定する期間業務隊員をいう。）の勤務時間は、自衛官以外の隊員の例による。

２ 非常勤隊員の休暇簿の整理・保管は、第４の規定を準用する。この場合に

おいて第４第１項及び第２項中「所属長」とあるのは「指定部課長」と、第

４第１項、２項及び第４項中「隊員」とあるのは「非常勤隊員」と読み替え

るものとする。

（委任規定）

第６ この通達に定めるもののほか、勤務時間及び休暇に関し必要な事項は、

長官官房審議官が定める。



別表（第１第１項関係）

防衛技監、長官官房装備官、長官官房 長官

審議官、内部部局に勤務する部長、研

究所長及び試験場長

内部部局に勤務する上記以外の隊員 課長及びこれに準ずる官にあっては

その属する部長、その他の隊員にあ

ってはその属する課長又はこれに準

ずる官

研究所に勤務する研究企画官、研究統 その属する研究所長

括官、部長、ユニット長、課長(航空装

備研究所の課長を除く。)、特別研究

官、プログラム管理官、支所長及び岩

国海洋環境試験評価サテライト長

研究所に勤務する研究企画官、研究統 航空装備研究所に勤務する課長はそ

括官、部長、ユニット長、課長(航空装 の属する部長、その他の職員はその

備研究所の課長を除く。)、特別研究 属する研究企画官、部長(管理部長を

官、プログラム管理官、支所長及び岩 除く。)、ユニット長、課長、プログ

国海洋環境試験評価サテライト長以外 ラム管理官、支所長及び岩国海洋環境試

の隊員 験評価サテライト長

試験場に勤務する隊員 その属する試験場長



別記様式第１（第３第１項関係）

防衛装備庁長官 殿

特別休暇請求書

（請求月日）

年 月 日

所 属

官職又は階級

氏 名

必要とする期間

理 由

備 考



別記様式第２（第３第２項関係）

（請求月日）

年 月 日

休暇申請書（年次休暇用）

（所属長）

殿

（申請者）

所 属

氏 名

年次休暇について、次のとおり申請する。

１ 期間

年 月 日 時 分から 年 月 日 時 分までの間

日 時（※１）

２ 残日数・時間

日 時 分（※２）

※１ 時間単位の年次休暇をとる場合は、時間まで記入する。

２ ７時間４５分を１日として算出した残日数・時間数を記入する。



別記様式第３（第３第２項関係）

（請求(申出)月日）

年 月 日

休暇申請書（病気休暇・特別休暇用）

（所属長）

殿

（申請者）

所 属

氏 名

［ 病気休暇・特別休暇 ］（※１）について、次のとおり申請する。

１ 期間

年 月 日 時 分から 年 月 日 時 分までの間

日 時 分

２ 残日数・時間

日 時 分（※２）

３ 理由

※１ 該当するものを○で囲む。

２ 特定休暇を使用する場合に限り、７時間４５分を１日として算出した

残日数・時間数を記入する。



別記様式第４（第３第２項関係）

（表面）

（申出日）

年 月 日

休暇申請書（介護休暇用）

（所属長）

殿

（申請者）

所 属

氏 名

介護休暇について、次のとおり申請する。

１ 要介護者に関する事項

（１）氏名

（２）続柄

（３）同・別居 □ 同居 □ 別居

（４）介護が必要となった時期 年 月 日

２ 要介護者の状態及び具体的な介護の内容

３ 指定期間の申出・指定

回 数 第 回

年月日 年 月 日から 年 月 日までの間

４ 指定期間の延長・短縮

回 数 第 回

延長・短縮 （ 年 月 日から）

後の末日 年 月 日まで



別記様式第４（第３第２項関係）

（裏面）

（請求年月日）

年 月 日

５ 請求の期間

年 月 日から 年 月 日まで

年月日 □ 毎日

□ その他（ ）

時 間 時 分 ～ 時 分

時 分 ～ 時 分

日・時間数 日

時

６ 休暇の取消し等の期間

年 月 日から 年 月 日までの間

年月日 □ 毎日

□ その他（ ）

時 間 時 分 ～ 時 分

時 分 ～ 時 分

日・時間数 日

時



別記様式第５（第３第２項関係）

（請求年月日）

年 月 日

休暇申請書（介護時間用）

（所属長）

殿

（申請者）

所 属

氏 名

介護休暇について、次のとおり申請する。

１ 要介護者に関する事項

（１）氏名

（２）続柄

（３）同・別居 □ 同居 □ 別居

（４）介護が必要となった時期 年 月 日

２ 要介護者の状態及び具体的な介護の内容

３ 請求の期間

年 月 日から 年 月 日まで

年月日 □ 毎日

□ その他（ ）

時 間 時 分 ～ 時 分

時 分 ～ 時 分

４ 休暇の取消し等の期間

年 月 日から 年 月 日まで

年月日 □ 毎日

□ その他（ ）

時 間 時 分 ～ 時 分

時 分 ～ 時 分


